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はじめに 

 

 

特例民法法人（旧公益法人）に関する年次報告は、平成 8 年 9 月の閣議決定の趣旨を踏まえ、特例民法法

人の実態及び指導監督基準等の実施状況を明らかにするため、作成するものである。従来は、総務省におい

て「公益法人に関する年次報告」を取りまとめていたが、20 年 12 月 1 日から新公益法人制度が施行され

たことに伴い、内閣府において取りまとめを行うこととした。 

 

特例民法法人は、旧民法に基づき、主務官庁の許可を得て設立された民間非営利法人である。平成 2３年

12 月 1 日現在、約 2 万の特例民法法人が、行政や民間営利部門では満たすことのできない社会のニーズに

対応する多様なサービスを提供し、我が国の社会経済の中で大きな役割を果たしている。 

しかしながら、個人の価値観が多様化する今日の我が国において、主務官庁制を中心とする従来の公益法

人制度の下では、様々な問題点を指摘される法人もあった。このため、民間が担う公益を我が国の社会・経

済システムの中で積極的に位置づけ、その活動を促進するとともに、これまで公益法人について指摘された

諸問題に適切に対処する観点から、公益法人制度を約 100 年振りに抜本的に改革する公益法人制度改革関

連３法が、平成 18 年の通常国会において成立し、20 年 12 月に施行された。 

公益法人制度が大きな転換を迎える中、特例民法法人が、新制度の法人に移行し、我が国の社会経済にお

いてより一層の役割を担っていくためには、法人自らが適正な活動に努めることにより、国民の信頼を得る

ことが重要である。政府としても、行政と法人の関わりについて、万が一にも国民の疑念を招くことのない

よう、適正に対応していくことが求められている。 
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（付注） 

「特例民法法人概況調査」について 

 

◆本年次報告で使用しているデータは、基本的に平成2３年度特例民法法人概況調査（平成2３年12月1日

現在）により、各所管官庁から申告を受けた数字によるものである。ただし、財務・会計等に関する項目

については、前年度決算報告の値である。したがって、平成2３年度特例民法法人概況調査では、事業年

度が4月から翌年3月である法人については、平成2２年4月～2３年3月の値（資産等については、2３年

3月31日時点の値）となる。 

 

◆特例民法法人概況調査は、特例民法法人の実態を把握するため、平成20年度から、内閣府大臣官房

公益法人行政担当室が各所管官庁に対して実施している。従前、総務省（大臣官房管理室）が実施し

てきた公益法人概況調査と同じ内容のものであるが、調査項目等の変更等があるため、すべての調査

項目について連続性があるわけではない。 
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